
健康づくりのための身体活動基準2013等の策定
ライフステージに応じた健康づくりのための身体活動（生活活動・運動）を推進することで健康日本２１（第２次）の推進に資するよ
う 「健康づくりのための運動基準2006」等の改定を行っているところ 新たな基準及び指針を平成２４年度中にとりまとめる予定う、「健康づくりのための運動基準2006」等の改定を行っているところ。新たな基準及び指針を平成２４年度中にとりまとめる予定。

健康日本21（第２次）

25年度

健康日本21（H12～24年度）

26年度 27年度 28年度 29年度1818

【主な目標】 ○日常生活における歩数の増加
○運動習慣者の増加

【主な目標】 ○日常生活における歩数の増加 ○運動習慣者の割合の増加
○住民が運動しやすいまちづくり 環境整備に取り組む自治体数の増加

1919 2020 2121 2222 2323 2424 3030 3131 3232 3333 3434

健康づくり
のための
運動基準

健康づくりのための身体活動基準2013（案）

○運動習慣者の増加 ○住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加

○身体活動（＝生活活動※１ ＋運動※２）全体に着目することの重要性から、「運動基準」から「身体活動基準」に名称を改める。
○身体活動の増加でリスクを低減できるものとして 従来の糖尿病 循環器疾患等に加え がんやロコモティブシンドロ ム

運動基準
2006

(H18.7)

健康づくり

○身体活動の増加でリスクを低減できるものとして、従来の糖尿病・循環器疾患等に加え、がんやロコモティブシンドローム・
認知症（生活機能低下）が含まれることを明確化（システマティックレビューの対象疾患に追加）する。

○こどもから高齢者までの基準を検討するとともに、保健指導で運動指導を安全に推進するために具体的な手順を示す。

血糖・血圧・脂質に
身体活動（＝生活活動＋運動） 運動 体力

のための
運動指針

エクササイズ
ガイド2006

(H18.7)

関する状況 身体活動（＝生活活動＋運動） 運動
（全身持久力）

基
準

65歳以上
強度を問わず、身体活動を

毎日40分（＝10メッツ・時／週）
― ―

歳
3メッツ以上の強度の身体活動を 3メッツ以上の強度の運動を 性・年代別に示した強度
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18～64歳 （歩行又はそれと同等以上）

毎日60分（＝23メッツ・時／週）
（息が弾み汗をかく程度）

毎週60分（＝4メッツ・時／週）
での運動を約3分間継続
できれば基準を満たす

18歳未満
―

【参考】 幼児期運動指針：「毎日60分以上、
楽しく体を動かすことが望ましい」
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血糖・血圧・脂質
のいずれかが保健
指導レベルの者

保健指導の一環として運動指導を実施する際の、保健指導実施者による判断・対応の過程を具体的に紹介。
○「運動のリスクに関するスクリーニングシート」で項目に１つ以上該当した場合は、運動に取り組む前に医師に相談するよう促す。
○上記で該当項目がなければ、「運動開始前のセルフチェックリスト」で安全管理についての対象者本人の理解を支援する。
○実際の身体活動・運動の際は、強すぎる運動強度になっていないか、対象者が自ら脈拍数で確認できるよう支援する。

リスク重複者 生活習慣病患者が運動を実施する際には、かかりつけの医師に相談する。なお、関連学会のガイドライン等で

※１ 生活活動：
日常生活における労
働、家事、通勤・通学
などの身体活動。 リスク重複者

又は受診勧奨者
生活習慣病患者が運動を実施する際には、かかりつけの医師に相談する。なお、関連学会のガイドライン等で
は概ね、中強度（歩行相当）の身体活動・運動を30～60分、週３回以上実施することを推奨している。

○身体活動を推進するための社会環境整備を重視し、まちづくりや職場づくりにおける保健事業の活用例を紹介した。

※２ 運動：
スポーツなど、特に体
力の維持・向上を目的
として計画的・意図的
に実施し、継続性のあ
る身体活動。

○指針については、国民向けのパンフレットとして、自治体等でカスタマイズして配布できるよう作成中。

【糖尿病の疾病管理体制の強化】

【目的】
●医療資源等の実情に応じた

県としての連携体制のあり方等の検討

【糖尿病の疾病管理体制の強化】

関係団体
都道府県

県としての連携体制のあり方等の検討
●糖尿病に関する意識向上

【具体的事業】
○連絡協議会の開催

関係団体
・医師会、糖尿病学会
・糖尿病協会 等

【目的】 【目的】

【糖尿病診療連携体制の確立】 【糖尿病療養指導体制の充実】

【目的】
●医療機関・医師同士の信頼関係に基づ

いた連携体制の構築
●住民が安心してかかりつけ診療所で

初期治療を受けられる体制の構築

【目的】
●かかりつけ診療所における

糖尿病療養指導の充実
●糖尿病療養指導士や管理栄養士

等の活用促進初期治療を受けられる体制の構築

【具体的事業】
○連携体制・連携ルール、糖尿病初期

診療のポイント等の説明会

等の活用促進

【具体的事業】
○療養指導説明会・研修会
○かかりつけ診療所における療養指導従事

診
療

療
養
指

診療のポイント等の説明会
（医療機関・医師同士）
○連携体制等についてホームページや

リーフレット等を通じて住民へ周知

○かかりつけ診療所における療養指導従事
者同士の情報交換会

（療養指導士、看護師、管理栄養士等間）

療
連
携

指
導
連
携
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喫煙と受動喫煙に関連した疾病、障害、死亡を減少させることが必要。

たばこの健康への影響と経済損失

日本のたばこ対策について

たばこの健康への影響と経済損失
○喫煙による年間超過死亡数は 12～13万人（参考：年間死亡者全体119万人） ○ 超過医療費1.7兆円
○受動喫煙による年間超過死亡は、年間約６,８００人 ○ 入院・死亡による労働力損失 2.3兆円
○がん死亡の約20-27％は喫煙が原因であり、喫煙していなければ予防可能。

ば 値

1900年 未成年者喫煙禁止法
1960年代 喫煙と肺がん等の疾病との因果関係確立
1981年 受動喫煙による肺がんの可能性が報告

たばこ対策の系譜
たばこに関する数値目標

-がん対策推進基本計画(H24.6.8閣議決定)
・健康日本２１(第２次)(H24.7.10大臣告示)-

○成人の喫煙率の低下（平成22年19.5%→平成34年度12%）年 動喫 肺 能性 報
1997年 厚生白書にたばこは健康問題と記載
2005年 WHOたばこ規制枠組条約（FCTC）発効

○禁煙支援マニュアル作成（H18）

たばこ依存および需要の減少（条約14条）

「喫煙をやめたい人がやめる」という考えに基づいて目標を策定。
※19.5%(注1) × (100% － 37.6%)(注2) ≒12%

(注1)成人の喫煙率（平成22年国民健康・栄養調査）
(注2)現在喫煙している者(100%)から、禁煙を希望する者の

割合(37.6%)(平成22年国民健康・栄養調査)を引いた値

○TASPO等全国導入（H20）

未成年者対策（条約16条）

○禁煙支援マニュアル作成（H18）
○禁煙治療への保険適応（H18）

診療報酬改定において、ニコチン依存症管理料新設
条
約
を
踏

( )( 民 )

高校3年生（平成22年男8.6%,女3.8%）、中学1年生（平
成22年男1.6%,女0.9%）の喫煙率を0%にする。（平成
34年度）

○未成年の喫煙をなくす

○TASPO等全国導入（H20）
成人識別機能付き自動販売機の導入等

○健康増進法施行（H15.5）
「受動喫煙防止対策について」健康局長通知（H22 2）

受動喫煙対策（条約8条）

踏
ま
え
た
日

未成年の喫煙は、法律上禁止されているとともに、健康影響が大きく、かつ
成人期を通した喫煙継続につながりやすいことから、中、長期的な観点で
対策が必要。

34年度）

○受動喫煙の防止「受動喫煙防止対策について」健康局長通知（H22.2）
○新成長戦略（H22.6閣議決定）
「2020年までに受動喫煙のない職場の実現を目指す」

○広告規制の強化(H16年以降順次)（条約13条）

その他

本
の
対
策

行政機関（平成20年16.9%→平成34年度0%）
医療機関（平成20年13.3%→平成34年度0%）
家庭（平成22年10.7%→平成３４年度3%）
飲食店（平成22年50.1%→平成34年度15%）
職場 平成23年64% 平成32年までに○たばこパッケージの注意文言の改正(H17)(条約11条)

○たばこ対策促進事業(H17)（条約12条）
○たばこ税増税(H2２)（条約6条）
○国民健康・栄養調査、厚生科学研究（条約20条）

職場 平成23年64%→平成32年までに
受動喫煙のない職場を実現

妊娠中の喫煙（平成２２年５.０％）をなくす（平成２６年）。

○妊娠中の喫煙をなくす（健康日本２１（第２次）で設定）

日本国内の受動喫煙防止対策について

健康増進法施行 平成１５年５月
第２５条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理す

る者は、これらを利用する者について、受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。）を防止する
ために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会 報告書

健康増進法施行 平成１５年５月

都道府県における受動喫煙防止の取組
基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原

則として全面禁煙であるべき。

 社会情勢の変化に応じて暫定的に喫煙可能区域を確保することもとり得る

方策の つ

受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会 報告書
（平成２１年３月） （概要）

進捗状況方策の一つ。 進捗状況

神奈川県
「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」施行

（平成22年4月1日）
施設管理者・喫煙者への過料あり

① 受動喫煙による健康 悪影響は明確 ある とから 公共 場に

「受動喫煙防止対策について」健康局長通知(概要)
（平成22年2月25日付け健発０２２５第２号）
（※平成24年10月29日付け健発１０２９第５号にて再周知）

兵庫県
「受動喫煙の防止等に関する条例」施行予定

（平成25年4月1日）
施設管理者への罰金、喫煙者への過料あり

葉 「千葉県受動喫煙防止対策検討会報告書」公表

① 受動喫煙による健康への悪影響は明確であることから、公共の場に

おいては原則として全面禁煙を目指す。

② 全面禁煙が極めて困難である場合には、施設管理者に対して、当面

の間、喫煙可能区域を設定する等の受動喫煙防止対策を求める。

③ たばこの健康への悪影響や国民にとって有用な情報など 最新の情
千葉県 「千葉県受動喫煙防止対策検討会報告書」公表

（平成24年2月）

京都府 「京都府受動喫煙防止憲章」制定
（平成24年3月19日）「新成長戦略」閣議決定（平成22年6月18日） ①

③ たばこの健康への悪影響や国民にとって有用な情報など、最新の情

報を収集・発信する。

④ 職場における受動喫煙防止対策と連動して対策を進める

受動喫煙の目標設定
①職場： 受動喫煙の無い職場の実現（平成32年度）
②行政機関： ０％（平成34年度）
③ 療機 ％（ 成 年度）

大阪府
「受動喫煙防止対策のあり方」について
大阪府衛生対策審議会より答申

（平成24年10月30日）

新成 戦 閣議決 ①

「がん対策推進基本計画」閣議決定（平成24年6月8日） ①～⑤

「健康日本21（第2次）」大臣告示（平成24年7月10日） ①～⑥

③医療機関： ０％（平成34年度）
④家庭： ３％（平成34年度）
⑤飲食店： １５％（平成34年度）

妊娠中の喫煙の目標設定
⑥妊婦中の喫煙をなくす：０％（平成26年）
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疾病負荷(DALY)の推計
飲酒は、全要因のうち3番目にDALY負荷が高いと推計される

35 796肥満

41 305

41 009

35 796

高血糖

固形燃料からの受動吸煙

肥満

57 227

56 897

43 842

高血圧

喫煙

不適切な授乳

69 424

64 240

57 227

飲酒

劣悪な衛生状態

高血圧

90 683

70 017

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000

低体重

危険な性交

(DALY値)

・DALY: Disability Adjusted Life Years 生涯調整生命年 その要因が社会に与える影響を測る指標。そ
の要因による寿命の短縮(寿命ロス)に、その要因による障害や苦痛に影響されていて期間(健康ロ
ス)を加えて算出される。

2004年時点での 様々な要因によるDALY負荷を推計したもの

出典：WHO Global status report on alcohol and health, 2011.

・2004年時点での、様々な要因によるDALY負荷を推計したもの

アルコールと脳血管障害
一日平均ビール大瓶3.2本を飲む者は、全脳血管障害の相対危険度が1.6倍高まる

相対危険度

2.512.5

3

1.64
1 5

2

全脳血管障害

1.12
1

1.5 全脳血管障害

出血性脳血管障害

虚血性脳血管障害

0

0.5

酒 酒 9 9 9 純アルコ ル摂取量( ) / 週

非
飲
酒

機
会
飲
酒

1-
14

9

15
0-

29
9

30
0-

44
9

45
0~

・40-59歳の19,544人の日本人を9~11年間追跡したデータ
相対危険度は年齢 喫煙習慣 BMI 糖尿病の既往等で調整したもの

純アルコール摂取量(g) / 週

＜純アルコールへの換算＞
ビールなら500ml 、日本酒なら１合が、

純アルコール20gとなる

出典：Iso H et al. Alcohol consumption and risk of stroke among middle-aged men.  Stroke.  2004.

・相対危険度は年齢、喫煙習慣、BMI、糖尿病の既往等で調整したもの

-11-



アルコールと全死亡
多量飲酒者(純アルコール摂取60g以上/日)の死亡率は男性1.4倍、女性1.6倍となる

相対危険度

1 80

1.58

1.471.471.60

1.80

1.37

1.20

1.33

1.131.20

1.40

1.00

0.88 0 84
0.93

1.01
1.06

0.94
0.88

0.80

1.00 男性

女性

純アルコール摂取量(g) / 日

0 88 0.84

0.60

0 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60^

・１6のコホート研究（主に35歳以上の欧米人が対象）に対するメタ解析
・少量の飲酒では健康へ好影響をもたらすという「Jカーブ効果」も示されている

＜純アルコールへの換算＞
ビールなら500ml 、日本酒なら１

合が、純アルコール20gとなる

出典：Holman CD et al. Meta-analysis of alcohol and all-cause mortality. MJA.  1996.

WHO「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」において
推奨されている１０の標的領域（抜粋）推奨され る 標的領域（抜粋）

領域１ リーダーシップ、啓発とコミットメント
・国と地方による包括的な戦略

領域６ アルコール飲料のマーケティング
・マーケティングの総量と内容の規制国と地方による包括的な戦略

領域２ 保健医療サービスの対応

・マ ケティングの総量と内容の規制

領域７ 価格設定方針
・プライマリケアにおけるスクリーニング及び

ブリーフインターベンションの支援
・販売最低価格の設定

領域８ 飲酒及びアルコール中毒による負の影響の
領域３ 地域社会の行動

・アルコールの有害な使用に対し、費用対効
果の高い対応を推進する

領域８ 飲酒及びアルコール中毒による負の影響の
低減

・アルコール問題についての消費者への情報提供

領域４ 飲酒運転に関する政策と対策
・強制的なドライバー教育やカウンセリングの

領域９ 違法なアルコールが公衆衛生に与える影響の
低減

・密造酒対策強制的なドライバ 教育やカウンセリングの
実施

密造酒対策

領域１０ モニタリングとサーベイランス
領域５ アルコールの入手可能性

・アルコールの流通と販路への適切な制限
・アルコール消費及びアルコールに関連する害につ

いての定期的なモニタリング
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健康日本21（第二次）における飲酒に関する目標について

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者※の割合の減少
※一日当たりの純アルコール摂取量が男性40ｇ以上、女性20ｇ以上の者

＜目標値＞ 男性：15.3％(H22年) → 13.0％(H34年度)
女性： 7.5％(H22年) → 6.4％(H34年度)

飲料の種類 ビ ル 清酒 ウイスキ ブランデ 焼酎 ワイン
【参考】

飲料の種類
（量、アルコール度数）

ビール
（500ml、5%)

清酒
（１合180ml、15%)

ウイスキー・ブランデー
（ダブル60ml、43%)

焼酎
（１合180ml、25%）

ワイン
（１杯120ml、12%）

純アルコール量 ２０ｇ ２２ｇ ２０ｇ ３６ｇ １２ｇ

②未成年者の飲酒をなくす （過去30日に1回以上飲酒した者※の割合）
※「この30日間に、少しでもお酒を飲んだ日は合計何日になりますか」という質問に対し、１日以上の選択肢を選んだ者

＜目標値＞ 男性(中学3年)：10.5％(H22年) → 0％(H34年度)
男性(高校3年)：21.7％(H22年) → 0％(H34年度)
女性(中学3年)：11.7％(H22年) → 0％(H34年度)
女性(高校3年) 19 9％( 22年) 0％( 34年度)女性(高校3年)：19.9％(H22年) → 0％(H34年度)

③妊娠中の飲酒をなくす③妊娠中の飲酒をなくす

＜目標値＞ 8.7％(H22年) → 0％(H26年)

健康的な生活習慣づくり重点化事業

（糖尿病予防戦略事業）について（糖尿病予防戦略事業）について

【事業目的】
糖尿病の発症を予防するために 生活習慣を改善し 適切な食生活や適度な糖尿病の発症を予防するために、生活習慣を改善し、適切な食生活や適度な
運動習慣など、糖尿病予防に取り組みやすい環境を整備することを目的とす
る。

【事業内容（予定）】

①壮年期以降の糖尿病予防対策
飲食店が行う栄養成分表示や シ メ の提供の促進 周囲（家族 職場）の飲食店が行う栄養成分表示やヘルシーメニューの提供の促進、周囲（家族・職場）の
支援を促進するためのワークショップの開催等、食生活の改善を継続的に進められる
環境整備

②20～30歳代をターゲットとした肥満予防対策
健全な食習慣と運動習慣が形成できる取組を民間企業と連携する等、肥満予防の取
組が実施しやすい環境整備組 実施 す 環境 備

【実 施 主 体】都道府県・保健所を設置する市・特別区
【平成２４年度実績（内示）】 ３７百万円 、４１都道府県、政令市、特別区

※申請が多数あった場合は、事業内容を精査し、予算額内で補助する予定

【平成２５年度予算（案）】 ３７百万円 【補 助 率】 １／２
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地域における栄養ケアの推進について

「管理栄養士専門分野別人材育成事業」として、質の高い栄
養ケアを効率よく提供することを目的に特定の疾患別に特化
した知識 技術を深めた管理栄養士を育成するため 各専門した知識・技術を深めた管理栄養士を育成するため、各専門
分野別リーダー向け研修プログラムを作成、検証。
（委託先：日本栄養士会 平成25年度予算（案）：20,652千円）（委託先：日本栄養士会 平成25年度予算（案）：20,652千円）

「栄養ケア活動支援整備事業」
平成平成2424年度採択例年度採択例

団体名 事業内容

（平成24年度予算：52,150千円）

として、増大する在宅療養者に対
する食事・栄養支援を行う人材が
不足していることから 地域にお

（公社）東京
都栄養士会

調剤薬局を活用した栄養ケア

（公社）新潟 介護看護ステーションを活用した栄養
不足していることから、地域にお
いて潜在管理栄養士等の人材確保,
関係機関等と連携した栄養ケアの

（公社）新潟
県栄養士会

介護看護ステ ションを活用した栄養
ケア

（公社）静岡
県栄養士会

居宅診療受診者に対する口腔内管理と
栄養ケア

療 係機 連携 栄養
関係機関等と連携した栄養ケアの
先駆的活動を行う民間団体への補
助を実施。

（公社）岡山
県栄養士会

地域の医療関係機関と連携した栄養ケ
ア

（公社）佐賀
県栄養士会

食事宅配システムを活用した栄養ケア

（補助先：民間団体
平成25年度予算（案）：40,195千円）

（公社）沖縄
県栄養士会

離島・過疎地域に対する栄養ケア

行 政 栄 養 士 数 の 推 移

総数
(人)

4,585 5,241

5,468

5,451

5,611
5,877

5,000

6,000
総数

4,039

4,043
4,311

4,585 5,241

4,000
市町村

2 000

3,000

1,000

2,000

都道府県・保健所設置市、
特別区

0
H15 H16 H17 H19 H20 H21 H22 H23 H24

資料：厚生労働省健康局がん対策・健康増進課調べ ※H18は調査実施なし
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調理師の養成のあり方等に関する検討会報告書（概要）について

検討の背景

急速に進む高齢化、生活習慣病の増大、食の安全・安心を脅かす問題など食生活を取り巻く社会環
境が大きく変化するとともに、厨房機器の多様化、衛生管理システムの導入等調理を巡る環境も変化
してきていることから、時代に即した専門的知識・技術を有する調理師が求められている。平成９年の
調理師養成施設の指定基準等の改正から１５年が経過したことも踏まえ 調理師養成施設のカリキ調理師養成施設の指定基準等の改正から１５年が経過したことも踏まえ、調理師養成施設のカリキュ
ラムの見直しなど、調理師の養成のあり方等についての検討を行った。

調理師養成施設のカリキュラム等について

（１）教育内容及び教育目標について

従来の「教科科目」から、各養成施設において教育目標に応じた教育内容の充実を図ることができる
よう、「教育内容」による表記とし、あわせて「教育目標」を提示した。教育内容は、「食生活と健康」、
「食品と栄養の特性 「食品の安全と衛生 「調理理論と食文化概論 「調理実習 及び「総合調理「食品と栄養の特性」、「食品の安全と衛生」、「調理理論と食文化概論」、「調理実習」及び「総合調理
実習」とし、教育目標は、基本となる知識や技能の明確化を図るとともに、教育内容の相互の関連が
理解できるよう整理した。あわせて、２年制課程で行うことが望ましい教育内容及び教育目標について
提示した。提示した。
（２）教員の資格要件について

調理師の資質向上に向けて専門調理師の位置づけを明確にするとともに、教員資格の基本要件を見
直した。
（３）施設 設備について（３）施設・設備について
実習室に備える器具や備品については、必要な機能や用途がわかるよう表現を見直した。

調理師試験の見直しについて

調理師養成施設のカリキュラムの見直しに合わせ、調理師試験の試験科目は、衛生法規を除く６科目
とし、科目毎の出題数の割合については、食品衛生学の割合を20％から25％に増やすなどの見直しを
行った。

国民健康・栄養調査の動向と今後の展開

平成２２年 所得に関する項目を初めて設定

最近のテーマ －社会経済的要因に着目－

成 年 所得 関す 項目を初 設定
→世帯の所得の違いによる肥満や生活習慣の差を把握
平成２３年 生鮮食品の入手の困難さに関する項目を

初めて設定
→生鮮食品の入手が困難である背景の把握、生鮮食品の

摂取量と世帯の所得との関連について分析摂取量と世帯の所得との関連について分析

今後の展開 －健康日本２１（第２次）の評価への活用－

平成２４年 健康日本２１（第２次）の主要な目標に関する
ベースラインデータを収集し、都道府県間の比較を行うため、
調査地区数を拡大。
今後は中間評価、最終評価にあわせて、平成２８年度、平
成３２年度に拡大調査を実施する予定成３２年度に拡大調査を実施する予定。
※ただし、予算は前年度、総務省協議は該当年度に決定するため、あくまでも未定。
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～平成23年国民健康・栄養調査結果からみた現状～
平成24年12月６日概要公表、
平成25年３月報告書公表（予定）

○ふだん生鮮食品を入手
している者のうち、この１年

図 生鮮食品（野菜、果物、魚、肉等）の入手を控えたり、入手ができなかった理由
（男女計・年齢階級別） ※ふだん生鮮食品を入手している者のみ回答（複数回答）

している者のうち、この１年
間に生鮮食品の入手を控
えたり入手できなかった理
由として、「価格が高い」と

30.4 

10.4 

42.9 

20 7

48.9 
48.5 

30.5 
23.6 

14.0 

価格が高い

※
由として、 価格が高い」と
回答した者の割合が最も
高く、30.4%であり、20～
40歳代では４割を超えて

6.7 

20.7 

9.9 

9.0 

5.9 

11.0 

6 1

9.9 
6.5 

12.6 

生鮮食料品店への

アクセスが不便

①買い物をするお店

総数

（4,342）

20‐29歳

（203）

歳

※

いた。
2.7 
3.9 

2.1 

6.1 

1.3 

5.6 

2.3 

4.1 

1 4

9.8 

までの距離が遠い

②買い物に行くまで

の交通の便が悪い

（交通手段がない）

30‐39歳

（581）

40‐49歳

（683）

50‐59歳

（737）

3.2 
11.3 

3.4 
5.0 
3.9 

1.4 

1.9 

5.2 

1.1 

③買い物ができる

時間にお店が

開いていない

（ ）

60‐69歳

（996）

70歳以上

（1,142）
※『生鮮食料品店へのアクセスが不便』の割合は、

「①買い物をするお店までの距離が遠い」、「②買
い物に行くまでの交通の便が悪い」、「③買い物が

3.5 

62.5 

9.9 

43.8

3.6 
4.1 
4.5 

1.9 
2.5 

生鮮食品を買って

も調理できない

上記の理由で入手を

できる時間にお店が開いていない」という選択肢の
うち、１つ以上に回答した者から算出

調査結果は厚生労働省ホーム
ペ ジからご覧いただけます 43.8 

47.3 
46.0 

63.5 
71.5 

74.8 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

上記の理由で入手を

控えたり、入手が

できなかったことはない

（%）

ページからご覧いただけます。
（http://www.mhlw.go.jp/bunya/ke
nkou/kenkou_eiyou_chousa.html）

食事摂取基準（2015年版）策定の方向性
・平成２７年度から使用する「日本人の食事摂取基準（2015年版）」を策定するために、平成２７年度から使用する 日本人の食事摂取基準（2015年版）」を策定するために、
平成２５年２月より検討会を開催し、平成２５年度中に報告書をとりまとめる予定。

・今回の改定にあたっては、高齢化の進展や糖尿病有病者数の増加等を踏まえ、生活
習慣病の発症予防だけでなく、重症化予防も視野に入れることとしている。

高
齢
化

健康寿命の延伸

健康の 生活習慣病の 生活習慣病の
化
の
進
展
・
糖国民の栄養評価・栄養管理の標準化と質の向上

健康の
保持・増進

生活習慣病の
発症予防

生活習慣病の
重症化予防

糖
尿
病
等

国民の栄養評価・栄養管理の標準化と質の向上
○管理栄養士、医師等保健医療関係者による有効活用

有
病
者
数

各種疾患ガイドライン
（食事療法含む）の改定

食事摂取基準の改定

数
の
増
加

科学的根拠の整理 実践・研究の推進根拠は不十分だが、
重要な課題

科学的根拠の集積

健康日本２１（第２次）の推進 〈平成25～34年度〉

主要な生活習慣病（がん、循環器疾患、糖尿病、COPD）の発症予防と重症化予防の徹底
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